
裾野市内循環線の再編方針について  

                                   裾野市都市計画課 

１．経緯 

■ 裾野市においては、JR御殿場線及び地域間幹線系統４路線を軸に、市域内

に広範に路線バス、タクシーにより構成される公共交通網が広がってい

る。これらの公共交通については、通勤、通学のほか、車を運転できない

高齢者等を中心に、通院、買物、公共施設利用といった生活に必要不可欠

な交通手段となっている。また、幹線交通に通じる路線として、「裾野市内

循環線」が支線の役割を果たしている。 

■ 「裾野市内循環線」は、地域公共交通確保維持事業（地域旅客運送サービ

ス継続事業）により、廃止となった路線バス東急線及び自主運行「すその

ーる」の担っていたサービスを継続する新たな路線として、令和４年４月

１日から開始した。（国より補助金を受け運行） 

■ 地域公共交通計画策定にあたり、有識者等からなる第三者評価委員会

（R4.2.21）にて、「地域旅客運送サービス継続事業については、運行開始

後の利用状況や利用者の意見を踏まえ、持続可能な路線となるよう、利便

性の向上、利用促進を図ること。」と助言を受ける。 

■ 裾野市地域公共交通計画（R5.2策定）に、課題に対する方針、目標が示さ

れ、事業として、「既存バス路線の再編、ルート変更の検討・実施」「デー

タ利活用による利便性向上事業の実施」が盛り込まれている。 

■ 令和4年度より、市と市内企業でのデータ利活用に関する協定に基づき、モ

ビリティ勉強会にて裾野市内バス、タクシーの利用状況の分析、調査等を

実施。令和5年度では、裾野市内循環線の利用実態を把握するため、6月の

１か月間全ての便に乗車し、利用者に調査票の配布やヒアリングを実施。

（各種データや無作為抽出によるアンケートでは拾えない真に必要として

いる方の声） 

■ 真の利用者の声から、利用目的、現状での課題等の整理を実施。また、対

話集会を開催し、利便性の向上のための意見交換を実施。（８月）※１０月

協議会で報告 

■ 市内循環線の再編案を検討し、再度対話集会（１２月）を開催して、再編素

案を示し、ルートや便数、時刻などについて、利用者の考えを確認した。 

（データによる利用状況や利用者の意見を反映してみた素案である旨説明） 

 

２．今後の方針 

○再編案をベースに、令和６年１０月の再編実施（運行開始）を実施目標とし、

関係機関の協力を得ながら各種手続きを進めていく。 

○令和６年４月より、再編案をベースとし部分的な試験運行を開始する。 

（現行の市内循環線は 9月末まで運行を継続し、その前後で運行を実施） 

 

＊協議会でも、４月には１つでも何かしら実現に向けて見せてほしいとのご意

見や、利用者も早い時期での運行を望む声あり。 

 

資料９ 



３．利用者調査、対話集会での主な意見等 

                             ＜６月調査＞ 
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＜８月 利用調査結果説明会＞ 

 

 

 

 

＜１２月実施＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜１２月 対話集会＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



４．再編案の概要（現行との変更点） 

データ、利用者調査や調査結果説明会（対話集会）等での意見をベースに検討 

＜検討過程＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

再編ルート案 

・循環から往復に 

目的地まで時間がかかる、料金体系がわからない、行き帰りができないなど

に対応→距離・時間の短縮 →便数の確保 

 ・利用状況データ、主要な目的地等を踏まえ、一部のルートを見直し 

 ・利用者目線にできるだけ添えるような時刻、便数の検討設定 

  買い物、病院受付、広域な移動が可能な選択肢、利便性の向上 

  →現利用者これまで利用できなかった方々にも利用してもらえるものにも 

                

○東西ルート（利用者が多い） 

 ・葛山経由千福が丘  月・火・木   ＜往復＞ 

・青葉台ルート    月・火・木   ＜往復＞ 

○南北ルート 

 ・岩波方面（２ルートを組み合わせ運行）  水・金 ＜往復＞ 

 ・富沢方面                水・金 ＜往復＞ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



裾野市内循環線再編実証運行実施要領（案） 

 

１．目的 

裾野市では、廃止となったバス路線のサービスを継続するための新たな路線

として、「裾野市内循環線」の運行を令和４年４月１日から開始した。 

 また、地域公共交通ネットワークの形成と持続可能な地域公共交通の確保を

図るため、令和 5 年度から 5 年間の基本的な計画となる「裾野市地域公共交通

計画」を令和 5年 2月に策定した。 

 地域旅客運送サービス継続事業については、運行開始後の利用状況や利用者

の意見を踏まえ、持続可能な路線となるよう、利便性の向上、利用促進を図る必

要があることから、裾野市内循環線について、市内協力企業と連携しデータの利

活用や利用者の意見等を聴取し、利用実態の把握、課題整理や再編案検討に取り

組んできた。 

本試験運行実施計画では、裾野市内循環線の利用者の意見等を踏まえた再編

案を可能な範囲で裾野市が実証的に実施し、「裾野市内循環線」の利便性の向上

等の検証を行うとともに、令和 6 年 10 月の再編本運行に資するための準備運行

を行うことを目的とする。 

 

 

２．事業実施主体 

（１）運営主体 

・裾野市 

（２）運行事業者 

・裾野市内循環線運行事業者に要請  （富士急シティバス（株）） 

 

 

３．事業形態 

道路運送法 21 条による許可を受けて実証運行を行う。（裾野市と運行事業者

の間で業務契約を締結し運行実施） 

 

 

４．運行内容 

（１）実証実験運行の期間 

・令和６年４月から６か月間以内で設定 （調整） 

（２）運行日 

・平日運行（土、日、祝休日は除く） ＊現行市内循環線の運行に準ずる 

（３）運行便数 

  ・２便/日（現行市内循環線の前後で設定 ルートと合わせ調整による） 



（４）運行ルート 

 ・再編案をベースに実施可能なルートを設定し運行（ルートごと曜日設定） 

（５）利用料金 

・有償運行とし設定予定（調整） 

（６）利用対象者 

  ・実証運行においては利用対象者を設けない（通常の路線バスと同様） 

（７）運行車両 

  ・裾野市内循環線で使用しているバス車両を使用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．その他 

（１）実証運行の事前周知に努める。 

（２）実証運行の実施中より検証を行い、再編本運行につなげる。 

 

 

 

 

 

 

実証運行移行イメージ

現行　循環線（同時刻） ４月～現行＋実証運行 １０月～再編本運行

始 終 始 終 始 終

試１ 再編１ 調整設定

１便 9:20 10:50 １便 9:20 10:50 再編２ 調整設定

２便 11:20 12:50 ２便 11:20 12:50 再編３ 調整設定

３便 14:15 15:45 ３便 14:15 15:45 再編４ 調整設定

試２ 再編５ 調整設定

再編・・調整設定

８時台試験便

１６時台試験便



裾野市内循環線再編案
全体ルート図

注：バス停位置を結んだ模式図的な表現となっ
ています。
（走行する道路は現行バス路線等参考）

南端折り返し地点等要調整
仮でなめり表示



裾野市内循環線再編案
東西ルート図

（千福が丘・青葉台）

注：バス停位置を結んだ模式図的な表現となっ
ています。
（走行する道路は現行バス路線等参考）



裾野市内循環線再編案
南北ルート図
（岩波・富沢）

注：バス停位置を結んだ模式図的な表現と
なっています。
（走行する道路は現行バス路線等参考）

南端折り返し地点等要調整
仮でなめり表示






